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職員の給与等に関する報告及び勧告について

地方公務員法第８条、第１４条及び第２６条の規定により、職員の給与

等について別紙第１のとおり報告し、併せてその改定について別紙第２の

とおり勧告します。

この勧告のとおり、所要の措置をとられ、実施されるよう要請します。



別紙第１

報 告

本委員会は、職員の給与等について講ずべき措置を検討するため、例年どおり、職員の給与

の実態及び民間事業の従事者の給与、生計費その他職員の給与を決定する諸条件等について調

査研究を行ってきたが、その概要は、次のとおりである。

１ 職員の給与の状況

本委員会が実施した令和６年職員給与等実態調査（以下「職員給与等実態調査」という。）

によると、本年４月における職員（県費負担の市町立学校職員（以下「県費負担職員」とい

う。）を含み、技能労務職員、企業職員及び一般職の職員の給与に関する条例附則第 項に

より給料月額が決定される職員を除く。以下同じ。）の数は 人であり、従事する職務

の種類に応じ８種類の給料表の適用を受けており､その平均給与月額は 円（平均年齢

歳）となっている。

これらの職員のうち、民間給与との比較を行う行政職給料表の適用を受ける職員（以下「行

政職の職員」という。）の数は 人であり、その平均給与月額は 円（平均年齢

歳）となる。

２ 民間給与の調査

民間給与実態調査

本委員会は、職員の給与と民間給与との精確な比較を行うため、人事院等と共同して、

企業規模 人以上で、かつ、事業所規模 人以上の県内の民間事業所 のうちから、

層化無作為抽出法によって抽出した の事業所について令和６年職種別民間給与実態調

査（以下「民間給与実態調査」という。）を実施し、給与改定の有無にかかわりなく、本

年４月分として実際に支払われた給与月額等を調査した（調査完了率 ％）。

また、各民間企業における給与改定の実施状況等について、本年も引き続き調査を実施

した。

調査の実施結果等

民間給与実態調査の主な調査結果は次のとおりである。

ア 初任給の状況

新規学卒者の採用を行った事業所は、大学卒で ％（昨年 ％）、高校卒で ％

（同 ％）となっている。そのうち、初任給を増額した事業所の割合は、大学卒で

％（同 ％）、高校卒で ％（同 ％）といずれも昨年に比べ増加してい

る。一方、初任給を据え置いた事業所の割合は、大学卒で ％（同 ％）、高校卒

で ％（同 ％）といずれも昨年に比べ減少している（参考資料２第６表）。
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イ 給与改定の状況

ベースアップを実施した事業所の割合は、一般の従業員（係員）で ％（昨年 ％）、

課長級で ％（同 ％）といずれも昨年に比べ増加している。一方、ベースダウン

を実施した事業所は、一般の従業員（係員）、課長級ともに昨年同様なかった（参考資

料２第７表）。

また、定期昇給を実施した事業所のうち、定期昇給の額を増額した事業所の割合は、

一般の従業員（係員）で ％（同 ％）、課長級で ％（同 ％）といずれ

も昨年に比べ減少している。一方、定期昇給の額を減額した事業所の割合は、一般の従

業員（係員）で ％（同 ％）、課長級で ％（同 ％）といずれも昨年に比べ

増加している（参考資料２第８表）。

３ 職員の給与と民間給与の比較

給与の較差

本委員会は、職員給与等実態調査及び民間給与実態調査の結果に基づき、職員にあって

は行政職の職員、民間事業所の従事者にあってはこれに相当する職種の者について、責任

の度合、学歴、年齢等が対応すると認められる者同士の給与額を対比させ、精確に比較（ラ

スパイレス方式）した。

その結果、民間給与が職員の給与を１人当たり平均 ％（ 円）上回っているこ

とが明らかになった（第１表）。

第１表 職員の給与と民間給与の較差

区 分
較 差

民 間 給 与 職 員 の 給与

円 円 ％（ 円）

（注）１ 民間従事者・職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は、含まれていない。

２ 民間従事者と比較し得た職員数は、行政職の職員 人のうち、 人

（平均年齢 歳）である。

特別給

本委員会は、民間給与実態調査により民間の特別給の過去１年間の支給実績を精確に把

握し、これに職員の特別給の年間支給割合を合わせることを基本に勧告を行っている。

民間給与実態調査の結果、昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で

支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の 月分に相当しており、職員の期末・

勤勉手当の年間の平均支給割合（ 月分）を上回っている（第２表）。
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第２表 民間における特別給の支給状況

項 目 年 間 支 給 割 合

特 別 給 の 支 給 割 合

下 半 期 月分

上 半 期 月分

計 月分

（注） 「下半期」とは令和５年８月から令和６年１月まで、「上半期」とは同年２月から

７月までの期間をいう。

４ 物価

本年４月の金沢市における消費者物価指数（総務省）は、前年同月比で、 ％増となって

いる。

５ 国家公務員の給与等

人事院は、８月８日に国家公務員の給与等について報告し、併せて給与勧告等を行ったが、

その概要は次のとおりである。
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多様な人材が集まり、一人一人が高い志を持って職務を遂行できる魅力ある公務へ

職員の判断のよりどころとなり、国民の信頼を得るための行動規範の検討

職務給の原則や能力・実績主義の徹底に必要となる施策等の検討

（在級期間に係る制度・運用の見直しの検討、官民給与の比較を行う際の企業規模の検討など）

人事行政諮問会議

中間報告を

踏まえた取組

多様で有為な人材の確保
職員の成長支援と

組織パフォーマンス向上
Well-beingの実現
に向けた環境整備

人材確保に向けた抜本的施策と更なる改革の全体像

給与制度のアップデート － 現下の人事管理上の重点課題に対応し、時代の要請に即した給与制度に転換 －

初任給を大幅引上げ。管理職は職責重視の体系に刷新 地域手当を都道府県単位に広域化

通勤手当の上限を月１５万円に引上げ。新幹線通勤の要件緩和 配偶者に係る扶養手当を廃止、子に係る手当を増額

【措置内容の例】

国内外の大学院への派遣を拡充

キャリア形成を支援する人事管理の
ための府省共通システムの設計

総合職試験「教養区分」の年２回実施
【令和８年目途】

CBT（オンライン試験）の段階的導入
【令和９年目途】

一般職試験にも「教養区分」を導入
【令和７年目途】

キャリア形成支援のための取組を
まとめたガイド作成

勤務間のインターバル確保状況の実態
把握・各省ヒアリングなど取組を推進

超過勤務縮減に向け、各種アンケートを
踏まえた関係各方面への協力依頼

育児時間の取得パターンの多様化、
子の看護休暇の対象を小３まで拡大

令和６年 人事院勧告・報告の概要

兼業制度の見直しの検討

１

民間給与の状況を反映して、約30年ぶりとなる高水準のベースアップ

本年の給与勧告のポイント①

※ 官民較差はいわゆる「ベア」に相当。モデル試算した定期昇給分を加えると､月収で約4.4％の給与改善

官民較差の額11,183円は、平成3年の11,244円以来、33年ぶりの水準。官民較差の率2.76％は、平成４年の2.87％以来、32年ぶりの水準

国家公務員は、労働基本権が制約されているため、代償措置としての人事院の勧告（給与勧告）に基づき給与を決定

国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給する必要。給与勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保す

ることは、人材の確保等にも資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

給与勧告は、国家公務員法第28条に定める情勢適応の原則に基づき、経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定され

る常勤の民間従業員の給与水準と、常勤の国家公務員の給与水準を均衡させること（民間準拠）が基本

本年は、約11,700民間事業所の約47万人の個人別給与を調査（完了率82.5％）｡主な給与決定要素（役職段階、勤務地域、学歴､

年齢）を揃えた精密な比較を実施して給与勧告

給与勧告制度の基本的考え方

【月例給】 官民較差：11,183円（2.76％）を用いて引上げ改定

【ボーナス】 0.10月分引上げ（年間：4.50月→4.60月）

【給与制度のアップデート】 現下の人事管理上の重点課題に対応し、時代の要請に即した給与制度に転換

①若年層給与水準の競争力向上、②職務・職責重視の処遇、③能力・実績の適切な反映、④地域の民間給与水準反映、⑤採用・異動をめぐるニーズへ

の対応、⑥環境変化への対応という６つの観点から、俸給及び地域手当・通勤手当・ボーナス等の諸手当にわたり包括的に給与制度を整備
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本年の給与勧告のポイント②

民間の支給割合…4.60月

公務の平均支給月数…現行 4.50月

民間の支給状況に見合うよう引上げ

年間4.50月分→4.60月分(＋0.10月分)

期末手当及び勤勉手当の支給月数を

ともに0.05月分ずつ均等に配分

ボーナス

12月期６月期

1.275 月（現行1.225 月）

1.075 月（現行1.025 月）

1.225 月（支給済み）

1.025 月（支給済み）

令和６年度 期末手当

勤勉手当

1.25 月

1.05 月

1.25 月

1.05 月

７年度 期末手当

以降 勤勉手当

２

月例給

民間給与との較差 11,183円［2.76％］〔行政職俸給表(一)適用職員…現行給与 405,378円、平均年齢 42.1歳〕

⇒ 民間給与との較差を解消するため、俸給表を引上げ改定〔内訳：俸給 9,836円 寒冷地手当 80円 はね返り分(※) 1,267円〕
※俸給の改定により諸手当の額が増減する分

※ 平均改定率（行政職俸給表(一)）は、１級[係員] 11.1％、２級[主任等] 7.6％、全体 3.0％

採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引上げ

【総合職(大卒)】 230,000円（＋14.6％[＋29,300円]） 【一般職（大卒）】 220,000円（＋12.1％[＋23,800円]）

【一般職（高卒）】 188,000円（＋12.8％[＋21,400円]） ※ 本府省採用の場合、【総合職(大卒)】 284,800円 【一般職(大卒)】 271,200円

若年層に特に重点を置きつつ、おおむね30歳台後半までの職員に重点を置いて、全ての職員を対象に全俸給表を引上げ改定

給与制度のアップデートの先行実施

[ 民間と公務の本年４月分給与を調査。主な給与決定要素を同じくする者同士を比較 ] 《令和６年４月１日実施》

[ 直近１年間（昨年８月～本年７月）の民間の支給割合と公務の年間の支給月数を比較 ] 《令和６年４月１日実施》

（一般の職員の場合の支給月数）

民間の同種手当の支給額を踏まえ、月額を11.3％引上げ。新たな気象データ(メッシュ平年値2020)に基づき、支給地域を改定

寒冷地手当 《手当額改定：令和６年４月１日実施、支給地域改定：令和７年４月１日実施》

※ このほか、初任給調整手当及び委員、顧問、参与等の手当等について所要の改定

※ 勧告後の平均給与(行政職俸給表(一))は、月額 416,561円(＋11,183円､＋2.76％)、年間給与 6,916,000円(＋228,000円､＋3.4％)

民間の動向や人材確保の困難性を踏まえ､
初任給等若年層の給与水準の引上げ

若年層の採用等における
より競争力のある給与水準の設定

特に管理職は､重い職責を反映した俸給水準と
するなど処遇を改善

職務や職責をより重視した
俸給体系等の整備

最新の民間データを反映するとともに､
異動の円滑化等に資するよう地域手当を見直し

地域における民間給与水準の反映

職員層や各府省の実情に応じて､より柔軟･適切に
勤務成績反映ができるよう措置

能力･実績をより適切に反映した
昇給･ボーナスの決定

生活補助的な給与について官民の状況の変化を
踏まえたものとするため､扶養手当を見直し

その他環境の変化への対応

人材確保の困難性や､ライフスタイルの多様化
を踏まえ､採用･人事配置の円滑化のため､
通勤手当･単身赴任手当や再任用された職員の
諸手当を見直し

採用や異動をめぐる様々なニーズ
への適応

６つの観点で給与制度を整備

制度別の具体的な措置内容は次ページ以降のとおり。なお､特に記載するものを除き､令和７年４月から実施。

給与制度のアップデート 基本的な考え方

３

対応すべき課題

人材の確保への対応

潜在的志望者層にも訴求し得る給与とし､
採用市場での競争力を向上

組織パフォーマンスの向上

役割や能力･実績等をより反映した処遇と
するとともに､全国各地での行政サービス
提供維持のため人事配置を円滑化

ワークスタイルやライフスタイル
の多様化への対応

職員の選択を後押しし､様々な形での活躍を
支援
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係長級～本府省課長補佐級：俸給の最低水準の引上げ等

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

係員級：新卒初任給の引上げ等

本府省課室長級：職責重視の俸給体系への見直し

各級の初号の額を引き上げつつ職務の級間の水準の重なりを解消

より職責を重視した俸給体系となるよう大幅見直し

昇格時の俸給上昇幅(最大５万円の上昇)拡大

昇格により給与が大きく上昇する仕組みに

昇格による給与上昇を基本とし､成績優秀者は昇給でも更なる
給与上昇を確保

(注)「本府省勤務の場合」は､地域手当(20％)及び本府省業務調整手当を含む。

係長級～本府省課長補佐級 本府省課室長級

改定前

改定後

初号近辺の号俸をカットして各級の初号の額を引上げ(最大3.5万円)

若手･中堅優秀者の早期昇格時や民間人材等の採用時の給与を改善

給与制度のアップデート 措置内容 ①俸給

４

初任給や若年層の俸給月額を大幅に引上げ

民間の初任給の状況等を踏まえた水準とし採用面での競争力を向上

初任給引上げを踏まえ､若年層が在職する号俸についても俸給月額を引上げ

人材確保の困難性を踏まえ､令和６年４月に遡及して先行実施

勤務成績をより昇給に反映可能となるよう見直し

上位の昇給区分の職員割合を係長級～課長補佐級と同様の割合に引上げ
(現行20％→見直し後25％)

【行政職俸給表(一)の初任給】

※行政職(一)､専門行政職､税務職､公安職(一)(二)､教育職(一)､研究職､医療職(一)に導入

【係長級～本府省課室長級の俸給水準(行政職俸給表(一))】
(イメージ図)

(職務の級)

３～７級
号俸をカットして各級の初号の額を引上げ

８～10級
・各級の水準の重なりを解消し､職責重視の俸給体系へ
・昇格時の俸給上昇幅を拡大

例えば６級では
現在の13号俸が新しい１号俸に

（
俸
給
月
額
）

一般職試験
(高卒)

一般職試験
(大卒)

総合職試験
(大卒)

166,600円196,200円200,700円改定前

188,000円220,000円230,000円改定後

+21,400円
(+12.8％)

+23,800円
(+12.1％)

+29,300円
(+14.6％)

232,800円271,200円284,800円
本府省勤務

の場合

支給地域の例
支給割合級地区分

東京都特別区20％１級地

横浜市､大阪市東京都16％２級地

さいたま市､千葉市､名古屋市神奈川県､大阪府12％３級地

仙台市､静岡市､神戸市､
広島市､福岡市

愛知県､京都府８％４級地

札幌市､岡山市､高松市

茨城県､栃木県、
埼玉県､千葉県、
静岡県､三重県、
滋賀県､兵庫県､
奈良県､広島県､
福岡県

４％５級地

支給地域の単位の広域化

都道府県を基本とする。中核的な市(都道府県庁所在地及び
人口20万人以上の市)については当該地域の民間賃金を反映

級地区分をシンプルに

20％､16％､12％､８％､４％の５級地に再編。民間賃金が高い
東京都特別区については引き続き20％に設定

支給割合の変動に伴い激変緩和に配慮

現行からの支給割合の引下げは４ポイント以内に抑制

支給割合の引下げは段階的に実施(１年１ポイントずつ。
引上げもこれに合わせて段階的に実施)

現在10年ごととしている級地区分の見直し期間を短縮

支給地域の例支給割合級地区分

東京都特別区20％１級地

横浜市､大阪市16％２級地

さいたま市､千葉市､名古屋市15％３級地

神戸市12％４級地

京都市､広島市､福岡市10％５級地

仙台市､静岡市､高松市６％６級地

札幌市､新潟市､岡山市３％７級地

【現行】

【見直し後】

16都府県
+79市

４級地
12％ 支給

割合
11％

支給
割合
10％

令和７令和６ 令和８

支給
割合
９％

支給
割合
８％

１年１ポイントずつ引下げ

令和９ 令和10

【激変緩和措置】

例：１級地20％
→４級地８％に異動

異動保障
２年目
(16％)

異動保障
１年目
(20％)

【見直し後】異動保障を
３年間支給(３年目は60％）

【現行】異動保障
２年で終了

異動保障
３年目
(12％)

現在２年間としている異動保障の期間を異動後３年間に延長

３年目の支給割合は異動前の60％

１年目異動前の100％､２年目異動前の80％は現在と同様

４級地
（８％）

異動保障の延長

地域手当の大くくり化等

［令和７年４月以降の異動者に適用］

（年度）

給与制度のアップデート 措置内容 ②地域手当

５

例：現行４級地12％ → 見直し後４級地８％
（都府県で指定） （中核的な市で個別に指定）

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等
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見直し後の支給地域及び支給割合

注：表中「都道府県の級地と異なる地域」については、国家公務員が在勤している地域のみ掲げている。
６

都道府県の級地と異なる地域都道府県級地・支給割合

東京都：特別区１級地（20％）

茨城県：つくば市
神奈川県：横浜市、川崎市、藤沢市、厚木市
大阪府：大阪市、吹田市

東京都２級地（16％）

茨城県：取手市、守谷市
埼玉県：さいたま市、志木市、和光市
千葉県：千葉市、成田市、袖ケ浦市、印西市
愛知県：名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市
兵庫県：西宮市、芦屋市、宝塚市

神奈川県
大阪府

３級地（12％）

宮城県：仙台市、多賀城市
茨城県：水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、牛久市
埼玉県：川越市、東松山市、上尾市、朝霞市、坂戸市
千葉県：市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、富津市、浦安市
静岡県：静岡市
三重県：四日市市、鈴鹿市
滋賀県：大津市、草津市、栗東市
兵庫県：神戸市、尼崎市、明石市、伊丹市、川西市、三田市
奈良県：奈良市、大和郡山市、天理市
広島県：広島市
福岡県：福岡市、春日市、福津市

愛知県
京都府

４級地（８％）

北海道：札幌市
群馬県：前橋市、高崎市、太田市
富山県：富山市
石川県：金沢市
山梨県：甲府市
長野県：長野市、松本市、塩尻市
岐阜県：岐阜市
和歌山県：和歌山市、橋本市
岡山県：岡山市、倉敷市
香川県：高松市

茨城県
栃木県
埼玉県
千葉県
静岡県
三重県
滋賀県
兵庫県
奈良県
広島県
福岡県

５級地（４％）

平日深夜に係る支給対象時間帯と支給対象職員を拡大

勤務実態に応じた適切な処遇を確保

管理職員特別勤務手当の支給対象拡大

通勤手当の引上げ･支給要件拡大等

再任用された職員への手当支給の拡大

在来線運賃相当額

上限 5.5万円 上限 ２万円

在来線運賃相当額＋新幹線特急料金相当額

上限 15万円

新幹線
特急料金
1/2相当額

扶養手当の見直し

＋
【現行】

【見直し後】

定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に
異動の円滑化に資する手当を新たに支給

地域手当の異動保障等

研究員調整手当

住居手当

特地勤務手当(準ずる手当含む)

寒冷地手当

各手当の支給額は一般の職員と同様

通勤手当の手当額を大きく引上げ

支給限度額を15万円に引上げ

新幹線等の特別料金も支給限度額の範囲内で全額支給

通勤手当･単身赴任手当の支給要件を拡大

採用時から新幹線等に係る通勤手当や単身赴任手当の支給を可能に

育児､介護等の事情により転居した職員にも新幹線等に係る通勤手当
の支給を可能に

［地域手当の異動保障､特地勤務手当に準ずる手当は令和７年４月以降の
異動者に適用］

給与制度のアップデート 措置内容 ③その他諸手当

７

配偶者に係る手当を廃止。子に係る手当を13,000円に引上げ

配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状況の変化に対応

子を有する職員に対する生計費の補填を充実

２年間で段階的に実施

※上記以外の扶養親族に係る扶養手当は変更なし

令和８年度令和７年度現行扶養親族

廃止

3,000円6,500円
行(一)

７級以下
配偶者

廃止3,500円
行(一)
８級

13,000円11,500円10,000円子(１人当たり)

見直し後現行支給対象

午後10時～午前５時午前０時～午前５時時間帯

指定職職員､専門スタッフ職職員(２級
以上)､特定任期付職員､任期付研究員
(招へい型)を追加

俸給の特別調整額
適用職員のみ

職員
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特定任期付職員のボーナス拡充

勤勉手当の成績率の上限引上げ等

期末手当及び勤勉手当を支給する形に再編

特定任期付職員業績手当を廃止

成績優秀者は､見直し前の期末手当と特定任期付職員業績手当
を受けた場合より高い水準を可能に

成績標準者は､見直し前の期末手当と同水準

平均支給月数の２倍 平均支給月数の３倍

【勤勉手当の成績率及び人員分布率(一般職員の場合)】

※例えば､｢特に優秀｣10％､｢優秀｣20％とするなど柔軟な適用が可能になる。

給与制度のアップデート 措置内容 ④ボーナス

８

俸 給

【見直し後】【現行】

期末手当

業績手当

俸 給

廃止

俸 給

(成績標準の場合) (成績優秀の場合)

成績優秀者のみに俸
給月額の１月分支給

見直し前の期末手当
と業績手当の合計より
高い水準が可能

勤勉手当

勤勉手当

期末手当 期末手当

見直し後現行

3.15

(平均支給月数1.05)

2.05

(平均支給月数1.025)

「特に優秀」区分の
成績率上限

｢特に優秀｣と｢優秀｣を合わせ
て30％以上(うち｢特に優秀｣
を５％以上)※

特に優秀：５％以上
優 秀：25％以上

上位の成績区分の
人員分布率

本府省課長級以下の職員について､最上位の成績区分の
成績率(支給月数に相当)の上限を平均支給月数の３倍
に引上げ

各府省の裁量により最上位の成績区分の適用者を増や
せるよう､上位の成績区分の人員分布率を見直し

期末・勤勉手当
を支給

【参考】給与制度のアップデート 措置内容一覧

９

• 異動に資する手当(地域手当の異動保障､
住居手当､特地勤務手当､寒冷地手当等)
を支給。多様な人事配置での活躍を支援

• 勤勉手当の成績率上限を引き上げ､平均支給月数の３倍に設定。特に高い業績を挙げた者のボー
ナス増額を可能に

• 特定任期付職員にも勤勉手当支給。勤務成績を適時に反映し､優秀な専門人材の年収増を可能に

※特記するものを除き
令和７年４月から実施

• 通勤手当の支給限度額を１か月当たり15万円に引上げ。非課税限度額まで全額支給し､新幹線通勤や遠距離通勤者の自己負担を解消

• 新幹線等に係る通勤手当を採用時から支給可能に､さらに､人事配置の円滑化を図る観点から支給要件を緩和

• 単身赴任手当を採用時から支給可能に

• 管理職の平日深夜勤務に対する手当の支給対象時間帯を拡大。緊急対応等の勤務実態に応じた処遇を確保

• 配偶者に係る扶養手当を廃止し､子に係る扶養手当を充実。配偶者の働き方に中立的な制度に向かう社会状況の変化や少子化対策に対応

若年層競争力 職務職責重視 能力実績反映俸 給

支給地域の例支給
割合

級地
区分

東京都特別区20％１級地

横浜市､大阪市東京都16％２級地

さいたま市､千葉市､
名古屋市

神奈川県､大阪府12％３級地

仙台市､静岡市､神戸市､
広島市､福岡市

愛知県､京都府８％４級地

札幌市､岡山市､高松市

茨城県､栃木県､
埼玉県､千葉県、
静岡県､三重県、
滋賀県､兵庫県､
奈良県､広島県､
福岡県

４％５級地

（都府県で指定） （中核的な市で個別に指定）

【見直し後の支給地域】 16都府県+79市

等

等

等

等

• 新卒初任給や若年層の俸給月額を大幅に
引上げ。採用市場での競争力のある水準に

• 係長級～本府省課長補佐級の俸給月額の最
低水準を引上げ。早期昇格時や民間人材等
の採用時の給与を改善

• 本府省課室長級について､職責重視の体系に
刷新。重い役割に見合う処遇を確保

俸給月額の最低水準引上げ､隣接する級間
の俸給月額の重なり解消などにより､昇格
時に給与が大きく上がる仕組みに

成績優秀者は昇給により更に大きな給与
上昇を確保

令和６年４月実施

地域手当 地域給与反映

ボーナス 能力実績反映

その他諸手当 環境変化対応採用･異動ニーズ

再任用職員 採用･異動ニーズ

• 地域の民間賃金に関する最新データを反映

• 隣接する市町村との不均衡などの指摘も踏ま
え､支給地域等を見直し

支給地域：市町村単位から都道府県単位へ
広域化。民間賃金の高い中核的な市は個
別指定

級地区分：７段階から５段階へ削減

激変緩和：支給割合の引下げは４ポイント
以内に抑制､１年１ポイントずつ段階実施。
引上げは都道府県割合の１段階上までに
抑制､原資の状況を踏まえて段階的実施

• 異動保障を２年間から３年間に延長

• 今後の見直しは現行の10年より短期間で実施
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本年の育児休業等に関する法律についての意見の申出のポイント

育児休業法を改正し、

 ・ 育児時間について、１年につき人事院規則で定める時間の範囲内（10日相当）で勤務しないこと

ができるパターンを選択可能に

 ・ 非常勤職員の育児時間について、対象となる子の範囲を小学校就学前の子に拡大

本年５月に改正された民間労働法制の内容も踏まえ、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する

ための措置を拡充し、職員の希望や事情に対応した勤務を可能にする

育児をする者も含め誰もが能力を十分に発揮できる公務職場の実現、公務の魅力向上

【現行】 【改正後】

２ｈ

２ｈ以上（１日単位で取得することも可）

１日につき２時間の範囲内で勤務しないこと

②１年につき10日相当の範囲内で勤務しないこと

①１日につき２時間の範囲内で勤務しないこと

職員は、①②のいずれかを選択して取得可能

※民間労働法制の施行（民間育児・介護休業法等の一部改正法の公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日）から遅れることなく実施

趣

旨

概

要

令和６年８月

２ｈ
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む す び

職員給与等実態調査及び民間給与実態調査の結果並びに人事院の給与勧告等を総合的に検討

したところ、本委員会は、地方公務員法に定める給与等決定の原則に従い、職員の給与等につ

いて次のとおり改定及び検討する必要があると認める。

１ 公民較差に基づく職員の給与改定等

基本的な考え方

前記のとおり、本年４月時点で、民間給与が職員の給与を ％（ 円）上回っている

ことが判明した。

給与勧告については、労働基本権制約の代償措置として、地方公務員法に定める均衡の

原則に基づき、民間の給与水準を重視することを基本としながら地域の国家公務員の給与

水準も目安として対応すべきものである。

本委員会としては、こうしたことを総合的に判断し、給料表について、人事院勧告によ

る国家公務員の俸給表に準じた上で、給料表の各号給の額に一定の率を乗じて、初任給を

始め若年層に重点を置きつつ、全年齢層の給料月額の引上げ改定を行うとともに、諸手当

の改定を行うことが適切であると判断した。

また、特別給（期末手当・勤勉手当）については、人事院勧告及び民間の支給割合等を

考慮し、支給割合を引き上げることが適切であると判断した。

本年の給与改定

ア 給料表

行政職給料表の給料月額を人事院勧告による国家公務員の俸給表に準じた上で、給料

表の各号給の額に一定の率（ 分の ）を乗じて改定を行う必要がある。

行政職給料表以外の給料月額についても、行政職給料表との均衡を基本に、所要の改

定を行う必要がある。

イ 諸手当

ｱ  初任給調整手当

医師及び歯科医師に対する初任給調整手当について、人事院勧告に準じて所要の改定

を行う必要がある。

獣医師に対する初任給調整手当についても、医師及び歯科医師に準じて所要の改定を

行う必要がある。

ｲ  寒冷地手当

寒冷地手当は、支給月額及び支給要件について、人事院勧告に準じて所要の改定を行
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う必要がある。また、気象庁から新たな気象データ（ 年から 年までの 年平

均値を用いたメッシュ平年値 ）が提供されたことから、人事委員会規則で定める公

署指定について、国の指定基準に基づき、見直しを行うこととする。支給月額の改定は

本年度から、その他の改定は令和７年４月１日から実施する。

なお、改定日の前日から公署指定が解除される公署に引き続き勤務している職員のう

ち、必要な者については、国家公務員に対してとられる措置に準じて、所要の経過措置

を講ずる必要がある。

ウ 期末手当・勤勉手当

期末手当・勤勉手当の支給割合については、人事院勧告及び民間における支給割合を

考慮し、現行の年間支給割合 月分を 月分引き上げ、 月分とする必要があ

る。支給割合の引上げ分は、本年度については、 月期の期末手当・勤勉手当に均等に

配分し、令和７年度以降においては、期末手当・勤勉手当のそれぞれの支給割合が６月

期及び 月期で均等になるよう定めることとする。

また、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに任期付研究員及び

特定任期付職員の期末手当についても同様に支給割合を引き上げる必要がある。

２２ 社社会会とと公公務務のの変変化化にに応応じじたた給給与与制制度度のの整整備備（（給給与与制制度度ののアアッッププデデーートト））

 基本的な考え方

人事院は、国家公務員の人材確保が危機的な状況等にあるとして、現下の人事管理上の重

点課題に対応するため、｢社会と公務の変化に応じた給与制度の整備｣（以下「給与制度のア

ップデート」という。）として、様々な側面から包括的な見直しを行い、時代の要請に即し

た給与制度への抜本的な転換を図ることとした。

本県においても、職員の人材確保等、国と共通した課題があることから、「給与制度のア

ップデート」の措置内容に準じて所要の改定を行うことが必要であると判断した。

 措置内容

ア 給料表等

人事院勧告に準じ、初任給の大幅な引上げを図り、本年の給与改定において先行して

措置する。また、行政職給料表８級以上について、現行の号給を大くくり化することに

よって、各級を給料月額の刻みの大きい簡素な号給構成とするなど、職務や職責をより

重視した給料体系とするとともに、昇給制度を見直すほか、所要の調整を行う必要があ

る。

行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に、所要の改正

を行う必要がある。

イ 諸手当

ｱ 地域手当
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D 支給地域の設定等

人事院は、級地区分の設定について、都道府県単位を基本とし、支給地域と支給

割合を見直すよう勧告した。

地域手当については、級地区分数を削減するなどの措置が必要である。

見直し後の支給地域及び支給割合については、別表１のとおりとする。

E 異動保障措置

異動保障（石川県の地域外の地域等に在勤していた場合を除く。）については、

人事院勧告に準じた異動保障措置とする必要がある。

ｲ 扶養手当

人事院は、民間企業及び公務の配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る手当額を引き上げる勧告を行ったところで

ある。

このような状況の変化等を踏まえつつ、本県では、従来、給与制度は地方公務員法

に定める給与決定の原則に則り国家公務員の給与制度に準ずることを基本とし、扶養

手当制度についても国家公務員の取扱いに準じてきたことから、国の扶養手当制度に

準じた見直しを行う必要がある。

なお、配偶者に係る手当の廃止及び子に係る手当額の引上げについては、人事院勧

告に準じ、段階的に実施することとし、具体的な手当額は、別表２のとおりとする。

ｳ 通勤手当及び単身赴任手当

人事院は、採用時から新幹線等による通勤や単身赴任を余儀なくされる職員が生じ

ていることから、採用に伴い手当の支給要件を満たした職員にも手当を支給するよう

勧告した。また、勤務地を異にする異動に伴って転居を回避するために新幹線等によ

る通勤を余儀なくされる場合など職員が自己負担せざるを得ない状況があることを踏

まえ、通勤手当の支給限度額を引き上げ、支給限度額の範囲内で、新幹線等を利用す

る場合の特別料金等の額についても全額支給することとし、支給要件についても緩和

することとしたところである。

本県においても、通勤手当の支給限度額の引上げと通勤手当及び単身赴任手当の支

給要件について見直しが必要である。

ｴ 管理職員特別勤務手当

人事院勧告に準じ、平日深夜の支給対象時間帯を拡大し、午前０時から午前５時ま

でとなっている支給時間帯を午後 時から午前５時までとするよう見直しが必要で

ある。

ｵ 特別給

ａ 勤勉手当の成績率
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人事委員会規則で定める勤勉手当の成績率の上限について、見直しを行うことと

する。

ｂ 特定任期付職員の制度

特定任期付職員業績手当を廃止するとともに、勤勉手当を新たに支給する必要が

ある。

特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当の平均支給月数は、年間で期末手当

月、勤勉手当 月とし、６月期と 月期の支給月数が均等になるように定める

必要がある。

ｶ 定年前再任用短時間勤務職員等の給与

定年前再任用短時間職員及び暫定再任用職員に対して、人事院勧告に準じて各手当を

新たに支給する必要がある。

３ 今後の検討課題

 人材の確保及び育成等

人口減少や少子高齢化の急速な進行、デジタル社会の進展、大規模災害への対応など、

ますます複雑・多様化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを提供するた

めには、それらを担うことができる高い能力と意欲を持った人材の確保及び育成に取り組

んでいくことが極めて重要である。本年度の県職員採用試験（大学卒程度）の申込者数は、

企業の採用意欲が高まっていることも影響し、多くの都道府県と同様、前年度より減少す

るなど、職員採用をめぐる環境は厳しさを増している。

本委員会においては、多様で有為な人材を確保するため、学生・保護者向けの職員採用

説明会の開催や大学の就職ガイダンスへの参加、ＳＮＳや職員採用ポータルサイトによる

情報発信といった職員募集活動に取り組んでいる。また、若手職員を起用し、県庁の仕事

内容ややりがいを個別面談でＰＲする「石川県庁ナビゲータ制度」の実施や、職場見学と

フリートークで交流を深める「石川県庁トークカフェ」の開催など、県職員として働くこ

との魅力を実感してもらえる取組を進めてきたところであり、引き続き積極的に職員募集

活動を展開していく。

県職員採用試験については、社会情勢の変化に応じて見直しており、公務員試験対策を

していない民間企業志望の方も受験しやすい「先行枠」試験については、本年度は総合土

木職に加え、林学職についても実施したところである。また、大学卒程度の総合土木職に

ついては、受験者が一定の経験等を経た後に採用できるように、採用候補者名簿の有効期

間を１年から３年に延長した。警察官試験については、社会経験者等の多様な人材を確保

するため、受験資格年齢の上限を 歳未満から 歳未満に引き上げた。

本年１月１日に発生した令和６年能登半島地震からの復旧・復興の推進にあたり、一時

的に生じている職員不足に対応するため、オンライン面接の実施など受験しやすい環境を

整備のうえ採用試験を実施し、任期付職員が順次任用されているところである。

国が策定した自治体 '; 推進計画におけるデジタル人材の確保・育成については、本県で
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は、令和３年度より職務経験者採用試験における「行政（情報）」区分を設け、即戦力と

なるデジタル人材を確保している。行政のデジタル化の取組を進めるためには、職員のデ

ジタル技術への対応能力の向上が不可欠であり、今後とも職員の能力を高めていく必要が

ある。

人材の育成については、任命権者において、職員のキャリア形成を支援する研修等を実

施するとともに、人事評価制度を活用した職員の意欲と能力の向上に努めている。

女性職員の活躍の推進については、任命権者において、特定事業主行動計画に基づき、

職域拡大による多様な職務機会の付与、キャリア形成・育児支援研修の実施、キャリアパ

スモデルの紹介、部下や業務のマネジメントを担うグループリーダーへの積極登用に取り

組み、管理職に占める女性職員の割合は上昇傾向にある。また、県職員採用試験（大学卒

程度）では、最終合格者数における女性の割合が近年５割を超えており、今後とも女性職

員の活躍を支援するための研修を実施するとともに、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支

援制度の整備、ハラスメント防止対策の徹底などを通じて、女性職員がより一層活躍でき

る職場環境の整備に取り組む必要がある。

本年の人事院勧告において、人事院は、公務組織を支える多様で有為な人材を確保する

観点から、処遇面での取組が不可欠であるとし、採用市場における競争力を向上させるた

めの若年層の給与水準の引上げなどの措置を講じると報告している。今後とも任命権者と

連携しながら県職員採用試験の見直しをはじめとする人材の確保・育成等について、国や

他の都道府県の動向も踏まえ、検討していく必要がある。

会計年度任用職員の処遇等については、地方公務員法その他の関係規定に基づき、常勤

職員との権衡を踏まえ、引き続き国や他の都道府県の動向に留意しながら、適正な任用や

勤務条件の確保に努める必要がある。

仕事と生活の両立支援（ワーク・ライフ・バランスの推進）

職員一人ひとりが能力を十分に発揮し、意欲的に公務に取り組むためには、安心して働

き続けられる職場環境の整備が重要である。

任命権者においては、特定事業主行動計画に基づき、年次有給休暇の取得を促進するた

め、年５日以上確実に取得するよう取組を進めてきたところである。知事部局においては、

令和５年の年次有給休暇取得日数が５日未満であった職員の割合は、前年より下回ったも

のの、本年は能登半島地震及び先月の奥能登豪雨からの復旧・復興に向けて全庁を挙げて

取り組んでおり、管理職員において、業務の効率化や年次有給休暇を取りやすい職場環境

づくりを進めるなど、引き続き職員の年次有給休暇の取得促進に努めていくことが必要で

ある。

男性職員の育児参加の促進については、子育て経験のある職員の実体験を取りまとめた

事例集の作成・周知に取り組み、令和４年 月から男性の育児参加のための特別休暇の対

象期間を拡大してきたところである。昨年度、知事部局において、男性職員の育児休業取

得率が７割となり、取組の成果は着実に現れている。なお、本年５月に特定事業主行動計

画を改正し、男性職員の育児休業取得率の目標が ％から一週間以上の取得 ％へ大幅に
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引き上げられており、目標の達成のため取得促進に向けた取組を実施していく必要がある。

管理職員においては、より一層リーダーシップを発揮し、職場全体で休暇・休業を取得

しやすい職場環境づくりに取り組む必要がある。

多様で柔軟な働き方の推進については、本県では、本年度から在宅勤務を中心とした働

き方をする職員について、在宅勤務等手当が新設された。また、国や一部の自治体では、

週休３日制を選択できるフレックスタイム制の導入が始まっているところである。

さらに、民間労働法制においては、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにす

るため、育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、来年４月から段階的に施行される

こととなっている。人事院においては、今般の法改正の内容を踏まえ、子の年齢に応じた

柔軟な働き方を実現するための措置を拡充するよう、国家公務員の育児休業等に関する法

律の改正についての意見の申出を行った。本県においても、国の関係法令の改正動向を踏

まえ、所要の措置を講じる必要がある。仕事や生活のあり方に関する価値観が多様化して

いる中、性別や年代を問わず育児や介護など様々な事情を抱える職員が継続して勤務でき

る環境を整備することが求められるようになっていることから、本県においても、柔軟な

働き方に対応した勤務時間制度について、他の都道府県の動向も参考にしながら、検討し

ていく必要がある。

メンタルヘルス対策の推進等

職員が職務の遂行にあたって最大の能力を発揮するには、心身ともに健康であることが

重要であるが、近年、心身の疲労やストレスを要因とする精神疾患による休職者数は病気

休職者全体の７割近くを占めている。また、能登半島地震及び奥能登豪雨からの復旧・復

興に向けた業務が長期化し、心身の疲労の蓄積、ストレス等の増加が懸念される中、職員

が心身ともに健康で働き続けるためにも、メンタルヘルス対策は依然として重要な課題で

ある。

任命権者においては、これまでも各種メンタルヘルス相談窓口の設置や管理職員等を対

象とした研修の実施、ストレスチェックの集団分析を活用した職場環境の改善に取り組む

とともに、令和３年度から月 時間を超える時間外勤務を行った職員に対して産業医に

よる面接指導を義務化したほか、新規採用職員等を対象に臨床心理士によるカウンセリン

グ体験を行い、必要に応じて相談窓口を紹介することや、人事異動１年目の 歳台の職員

にセルフチェック票を配付して自身のメンタルの状態を確認することとするなど、職員の

メンタルヘルス対策を強化している。さらに、本年５月には、知事部局の全職員を対象に

心身の健康チェックを実施し、不調者の早期発見、早期対応に努めているほか、 月以降、

能登地区で産業医による健康相談を実施した。管理職員においては、日頃から職員とコミ

ュニケーションを図り、心身の不調の早期発見に努めるとともに、面接指導を実施した職

員に対しては、産業医の意見を踏まえ適切に対応することが重要である。

職場におけるパワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント等の様々なハラスメン

トは、個人の尊厳や人格を傷つけ、職員の能力の発揮を妨げるとともに職場環境にも支障

をもたらす許されない行為である。
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任命権者においては、令和２年６月に施行された改正労働施策総合推進法を踏まえ、「パ

ワー・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針」等を改正し、

職員向けパンフレットの配布やハラスメント相談専用のメールアドレスを設置するととも

に、毎年、ハラスメント防止週間を定め、チラシの配布などにより相談体制や防止への周

知啓発を行うなど、ハラスメント防止対策を充実させており、引き続き快適な職場環境の

整備に取り組む必要がある。

顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントについても、組織とし

て対応し、その内容に応じて迅速かつ適切に職員の救済を図ることが、任命権者に求めら

れているところである。

本委員会においても、ハラスメントに関する職員の迅速な救済という観点から、勤務条

件に関する職員からの苦情相談窓口の活用について周知しているところであり、公平審査

制度による早期解決も含め、引き続きハラスメント防止対策に取り組んでいく。

長時間労働の是正

長時間労働は、職員の心身の健康を損なうおそれがあるのみならず、人材の確保や仕事

と生活の両立にも影響を及ぼすものであり、長時間労働の是正は喫緊の課題である。

民間労働法制による時間外労働の上限が適用されない職員については、 平成 年 月

から、人事委員会規則により、時間外勤務命令を行うことができる上限を、原則として月

時間、年 時間、他律的業務の比重が高い部署においては月 時間、年 時間等

と設定するとともに、大規模災害への対処等の重要な業務に従事させるために上限を超え

て時間外勤務を命ずる場合は、その要因の整理、分析及び検証を行うこととしている。

知事部局においては、これまでも定時退庁日や時間外勤務縮減強化月間・強化ウィーク

の設定、県民育児の日におけるイクボス庁内巡回の実施など、時間外勤務の縮減に取り組

んでいるものの、昨年度の時間外勤務の実績については、能登半島地震発災以降、全庁挙

げて災害対応にあたり、復旧・復興に向けた様々な業務に継続的に取り組んだことにより、

大幅に増加した。

こうしたことから、今年度、能登半島地震復旧・復興推進部が新設され、組織的・効率

的に対応する体制が整えられるとともに、職員の負担軽減と地震からの復旧・復興を推進

するため、任期付職員を順次任用しているところである。各任命権者において、今後とも

業務の繁閑がある場合における部局内での一時的職員配置の変更、業務プロセスの見直し、

デジタル技術の積極活用による業務の一層の合理化・効率化、民間委託の推進など、事務

負担の軽減に取り組み、特定事業主行動計画で掲げた数値目標の達成に向け、不断の努力

を続けていく必要がある。

また、令和４年４月から、パソコンの使用時間の記録等を利用した勤務時間管理を行っ

ており、職員の健康管理のためにも、引き続き適正に把握していく必要がある。管理職員

においては、時間外勤務の事前命令を徹底するとともに、職員に明確で適切な指示を与え

ながら的確な進行管理を行い、必要に応じて事務配分や職員配置を見直すほか、内部資料

を可能な限り簡素化しつつ迅速に決断できるよう、判断能力の向上に努めることが肝要で
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ある。ただし、こうした業務の合理化やリーダーシップの発揮に努めてもなお恒常的に長

時間の時間外勤務に従事させざるを得ない場合には、業務量に応じた人員を配置して対応

する必要がある。

教育委員会においては、平成 年３月、「教職員の多忙化改善に向けた取組方針」を策

定し、これまで、定時退校日や夏季休業期間中の学校閉庁日、県内で統一した部活動休養

日を設定するとともに、教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）や部活動指導

員の配置による業務の縮減、若手教員早期育成プログラムによるサポート体制の一層の充

実、,&7 を活用した業務の効率化に取り組んできた。この結果、昨年度の教職員一人当た

りの時間外勤務時間は、小学校、中学校及び全日制高等学校いずれの校種においても、一

斉臨時休校といった新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受ける前の令和元年度

に比べて減少したものの、時間外勤務時間が月 時間を超える教職員をゼロとする目標の

達成には至らず、特に中学校においては、教職員の１割が月 時間を超えている。

本年３月には、教育職員の業務の量の適切な管理と健康及び福祉を確保するために原則

として月 時間、年 時間等と規定されている教育職員の時間外勤務時間の上限を定め

る教育委員会規則の実効性を高めるため、「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置に関する条例」が改正されたところである。また、部活動指導員の増員、,&7

支援員の県立学校への配置といった外部人材の積極活用、$, を活用した採点業務省力化ソ

フトの全日制高等学校への導入といった校務の ,&7 化の推進にも取り組んでいる。校長等

の管理職員においては、率先して業務の縮減や効率化を図りつつ、引き続き教職員の勤務

状況の的確な把握と適正管理に努めるなど、更なる教職員の負担軽減に取り組むことが重

要である。

本年８月には、中央教育審議会が、教職調整額の率の引上げ、教科担任制を現行の小学

校５，６年生から３，４年生に拡大すること等による教職員の増員、全教員の時間外在校

等時間を月 時間以内にするよう求めるなど、公立学校教員の処遇改善と働き方改革につ

いて答申したところであり、今後とも施策の実現に向けた国の取組を注視する必要がある。

本委員会としても、職員の勤務条件に関する調査や指導の実施等、引き続き労働基準監

督機関としての職権を適切に行使していく。

高齢期の雇用問題

高齢層職員の能力及び経験を本格的に活用するため、昨年度から定年が段階的に引き上

げられ、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制も導入されたところであ

る。

また、当分の間、 歳を超える職員の給料月額を 歳前の７割水準とされた給与水準

については、国は、定年の段階的引上げが完成するまでに人事院の検討を踏まえ所要の措

置を講じることとしており、本県としても国の動向を注視する必要がある。

任命権者においては、 歳以後の勤務条件に関する情報提供を丁寧に行うとともに、職

員の 歳以後の勤務の意思確認に努め、定年の引上げ期間中においては、職員の年齢構成

に偏りが生じることのないよう、中長期的な観点から定員管理を行っていく必要がある。
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人事委員会の勧告は、労働基本権を制約されている職員の適正な処遇を確保するため、地方

公務員法の情勢適応の原則及び均衡の原則に基づき行っている。

本年の勧告は、民間給与が職員給与を上回っていることから、公民の給与較差を解消するた

め、人事院勧告による国家公務員の俸給表に準じた上で、給料表の各号給の額に一定の率を乗

じて、初任給を始め若年層に重点を置きつつ、全年齢層において、給料月額を引き上げるとと

もに、諸手当の改定を行うことを内容とするものである。

また、本年の人事院勧告では、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、「給与制度の

アップデート」として、様々な側面から包括的な見直しを行い、時代の要請に即した給与制度

への抜本的な転換を図ることとされ、本県においても、「給与制度のアップデート」の措置内

容に準じて、給与制度についても所要の改定を行うものである。

なお、給料表の水準については、公務としての近似性・類似性の面から、地域の国家公務員

の給与水準との均衡に配慮しながら、毎年、そのあり方について検討すべきものである。

地方公務員法の情勢適応の原則及び均衡の原則に基づき勧告を行うことは、長期的視点から

見ると、職員に対し県民から支持される納得性の高い給与水準を確保し、人材の確保や労使関

係の安定などを通じて、本県行政運営の安定に寄与するものである。

職員各位においては、日頃から高い使命感を持って献身的に職務にまい進していることに加

え、能登半島地震と奥能登豪雨による被災者の支援、被災地域の復旧・復興にあたり全力を挙

げて取り組んでいることに対し、敬意を表するとともに、全体の奉仕者たる自らの立場を自覚

し、引き続き職務に精励されることを要望する。

議会及び知事におかれては、この勧告制度の意義や役割に深い理解を示され、勧告どおり実

施されるよう要請する。
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別表１ 地域手当の支給地域及び支給割合

見直し後の 令和７ 年度の 令和７ 年３ 月31日の
級 地 支 給 地 域

地域手当の支給割合 地域手当の支給割合
（ 支給割合）

１ 級地
東京都特別区 ２ ０ ２ ０

（ ２ ０ ％）

２ 級地
大阪市 １ ６ １ ６

（ １ ６ ％）

５ 級地
金沢市 ３ ３

（ ４ ％）

非支給地
内灘町 ２ ３

（ ０ ％）

（ 注） 支給地域は、 県の公署があるも の。

別表２ 各年度の扶養手当の手当額

（ 単位： 円）

年 度
令和６ 年度 令和７ 年度 令和８ 年度

以降
扶養親族

行政職給料表７ 級以下 6, 500 3, 000 （ 支給しない）

配偶者

行政職給料表８ 級 3, 500 （ 支給しない） （ 支給しない）

子 10, 000 11, 500 13, 000

（ 注） 「 行政職給料表７ 級」 、 「 行政職給料表８ 級」 には、 これらに相当する職務の級を含む。
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別紙第２

勧 告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する条例（昭和 年石川県条例第 号）、

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例（平成 年石川県条例第９号）及

び石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年石川県条例第

号）を改正することを勧告する。

Ⅰ 令和６年４月の民間給与との比較に基づく給与改定等のための関係条例の改正

１ 一般職の職員の給与に関する条例の改正

給料表

現行の給料表を別記第１のとおり改定すること。

諸手当

ア 初任給調整手当について

ｱ 医療職給料表（一）の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限

度を 円とすること。

ｲ 医療職給料表（一）以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学

又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限

度を 円とすること。

ｳ 獣医学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限

度を 円とすること。

イ 寒冷地手当について

ｱ 寒冷地手当の支給月額を職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とす

ること。

ｲ 寒冷地手当の支給にあたり、国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲

げる地域又は人事委員会規則で定める区域に居住するものに限る取扱いを廃止

すること。

期末手当及び勤勉手当について

ア 令和６年 月期の支給割合

ｱ ｲ 以外の職員

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員
扶養親族のある職員

その他の世帯主

である職員

円 円 円
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期末手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

月分）とし、勤勉手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、 月分）とすること。

ｲ 特定幹部職員

期末手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

月分）とし、勤勉手当の支給割合を 月分（定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、 月分）とすること。

イ 令和７年６月期以降の支給割合

ｱ ｲ 以外の職員

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ 月分）とし、６月及び 月に支

給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前再任用短時間勤務職

員にあっては、それぞれ 月分）とすること。

ｲ 特定幹部職員

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ 月分）とし、６月及び 月に

支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 月分（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、それぞれ 月分）とすること。

２ 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の改正

給料表

現行の給料表を別記第２のとおり改定すること。

期末手当について

ア 令和６年 月期の支給割合

期末手当の支給割合を 月分とすること。

イ 令和７年６月期以降の支給割合

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分とすること。

（ただし、特定任期付職員については、Ⅱの２のとおりとすること。）

Ⅱ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）のための関係条

例の改正

１ 一般職の職員の給与に関する条例の改正

給料表

Ⅰの１の による改定後の給料表を別記第３のとおり改定すること。

新給料表への切替えは、別記第４の切替要領によること。

昇給制度

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表以

外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委
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員会規則で定める職員の昇給は、一般職の職員の給与に関する条例第４条第６項に規

定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、

昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に

従い決定するものとすること。

諸手当

ア 扶養手当について

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額（扶養親族たる子のう

ちに満 歳に達する日後の最初の４月１日から満 歳に達する日以後の最初の３月

日までの間にある子がいる場合にあっては、一般職の職員の給与に関する条例第

９条第４項の規定により加算される前の額）を１人につき 円とすること。

イ 地域手当について

ｱ 地域手当の支給割合を、次に掲げる級地の区分に応じ、それぞれ次に定める

割合とすること。

D １級地 分の

E ２級地 分の

F ３級地 分の

G ４級地 分の８

H ５級地 分の４

ｲ 一般職の職員の給与に関する条例第 条の４の規定による地域手当（石川県

の地域外の地域等に在勤していた場合を除く。）について、支給期間を異動等

の日から３年を経過するまでの間とし、異動等の日から２年を経過する日の翌

日から３年を経過する日までの期間の支給割合を異動等の前に在勤していた地

域等に係る地域手当の支給割合に 分の を乗じて得た割合とすること。

ウ 通勤手当について

ｱ １箇月当たりの交通機関等に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の

額及び新幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を 円とす

ること。

ｲ 新幹線鉄道等に係る通勤手当の要件のうち、対象とする新幹線鉄道等の利用

を、人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資する

ものであると認められるものに限る取扱いを廃止すること。

ｳ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居

からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担

することを常例とする職員であって任用の事情等を考慮して人事委員会規則で

定める職員に対し、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給すること。

エ 単身赴任手当について

新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、人事委員

会規則で定めるやむを得ない事情により配偶者と別居し単身で生活することを常況

とする職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤す
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ることが人事委員会規則で定める基準に照らして困難であるものに対し、単身赴任

手当を支給すること。

オ 管理職員特別勤務手当について

管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後 時から翌

日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時

間以外の時間に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給すること。

カ 定年前再任用短時間勤務職員の諸手当について

定年前再任用短時間勤務職員に対して、一般職の職員の給与に関する条例第 条

の３及び第 条の４の規定による地域手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手

当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給すること。

２ 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の改正

特定任期付職員の特別給については、次のとおりとすること。

勤勉手当を支給すること。

６月及び 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 月分とすること。

６月及び 月に特定任期付職員に対して支給する勤勉手当の総額は、それぞれ、

任命権者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に 分の を乗じて得た額を超

えてはならないこと。

特定任期付職員業績手当を廃止すること。

３ 石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の改正

暫定再任用職員に対して、一般職の職員の給与に関する条例第 条の３及び第 条の

４の規定による地域手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒

冷地手当を支給すること。

Ⅲ 改定の実施時期等

１ 改定の実施時期

この改定は、令和６年４月１日から実施すること。ただし、Ⅰの１の のイの ｲ 、

のイ、２の のイ、Ⅱ並びにⅢの２の 及び については令和７年４月１日か

ら実施すること。

２ 経過措置等

扶養手当の月額等の特例措置

ア 令和７年４月１日から令和８年３月 日までの間においては、行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以下であるもの及び同表以外の各給料表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定め

る職員には、配偶者に係る扶養手当を支給することとし、同手当の月額は 円

とすること。
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イ 令和７年４月１日から令和８年３月 日までの間においては、子に係る扶養手

当の月額（扶養親族たる子のうちに満 歳に達する日後の最初の４月１日から満

歳に達する日以後の最初の３月 日までの間にある子がいる場合にあっては、

一般職の職員の給与に関する条例第９条第４項の規定により加算される前の額）

を１人につき 円とすること。

地域手当の支給割合等の特例措置

令和 年３月 日までの間における地域手当の級地の区分及び支給割合につい

ては、人事委員会規則で定める級地の区分に応じて、 分の を超えない範囲内

で人事委員会規則で定める割合とすること。

その他所要の措置

及び に掲げるもののほか、この改定に伴い、所要の措置を講ずること。

－ 24－



別記第１

職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

９

号 給

８

１
２
３
４

５
６
７

３級 ４級

　　　行　　政　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ２級

－ 25－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 26－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条、第25条の２及び附則第18項
　　に規定する職員を除く。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 27－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

　　　公　　安　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ３級 ４級２級

１
２
３
４

５

８

９

号 給

６
７

－ 28－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 29－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、警察官に適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 30－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

９

１
２

３級

５
６
７
８

３
４

号 給

　教　育　職　給　料　表

１級 ２級 ４級 ５級

　  イ　　教　育　職　給　料　表（一）

－ 31－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 32－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主
　　　幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるも
　　　のに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 33－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
１

　  ロ　　教　育　職　給　料　表（二）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

２
３
４

５
６
７

号 給

８

９

－ 34－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 35－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、小学校、中学校、義務教育学校及びこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する
　　　校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規
　　　則で定めるものに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 36－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

５級１級 ２級 ３級 ４級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給

　　　研　　究　　職　　給　　料　　表

－ 37－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 38－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職
　　員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 39－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

　  イ　　医　療　職　給　料　表（一）

３
４

号 給

　医　療　職　給　料　表

１級 ２級 ３級 ４級

５
６
７
８

９

１
２

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 40－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

短時
間勤
務職
員以
外の
職員

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 41－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

９

号 給

８

２
３
４

５
６
７

１級 ２級

１

定年
前再
任用
短時

７級

　  ロ　　医　療　職　給　料　表（二）

３級 ４級 ５級 ６級

－ 42－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 43－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定め
　　るものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 44－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

２級 ３級 ４級

　  ハ　　医　療　職　給　料　表（三）

５級 ６級 ７級１級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給

－ 45－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 46－



－ 47－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定
　　めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 48－



別記第２

　　　　第　１　号　任　期　付　研　究　員　給　料　表

円

１

２

３

４

５

６

　　　　第　２　号　任　期　付　研　究　員　給　料　表

円

１

２

３

　　　　特　定　任　期　付　職　員　給　料　表

円

１

２

３

４

５

６

７

号　　　給 給　料　月　額

号　　　給 給　料　月　額

号　　　給 給　料　月　額

－ 49－



別記第３

職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

９

号 給

８

１
２
３
４

５
６
７

３級 ４級

　　　行　　政　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ２級

－ 50－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 51－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条、第25条の２及び附則第18項
　　に規定する職員を除く。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 52－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

　　　公　　安　　職　　給　　料　　表

９級５級 ６級 ７級 ８級１級 ３級 ４級２級

１
２
３
４

５

８

９

号 給

６
７

－ 53－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 54－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、警察官に適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 55－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

９

１
２

３級

５
６
７
８

３
４

号 給

　教　育　職　給　料　表

１級 ２級 ４級 ５級

　  イ　　教　育　職　給　料　表（一）

－ 56－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 57－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主
　　　幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるも
　　　のに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 58－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
１

　  ロ　　教　育　職　給　料　表（二）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

２
３
４

５
６
７

号 給

８

９

－ 59－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 60－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、小学校、中学校、義務教育学校及びこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する
　　　校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規
　　　則で定めるものに適用する。
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月
　　　額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 61－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

５級１級 ２級 ３級 ４級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給

　　　研　　究　　職　　給　　料　　表

－ 62－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 63－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

備考　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職
　　員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 64－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

　  イ　　医　療　職　給　料　表（一）

３
４

号 給

　医　療　職　給　料　表

１級 ２級 ３級 ４級

５
６
７
８

２

９

１

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 65－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

－ 66－



職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

８

９

号 給

６
７

２級

１
２
３
４

５

定年
前再
任用
短時
間勤
務職

７級

　  ロ　　医　療　職　給　料　表（二）

３級 ４級 ５級 ６級１級

－ 67－



定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

－ 68－



基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定め
　　るものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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職員 職務
の区 の級
分　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

２級 ３級 ４級

　  ハ　　医　療　職　給　料　表（三）

５級 ６級 ７級１級

１
２
３
４

５
６
７
８

９

号 給
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定
　　めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員
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別記第４ 切替要領

令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き在職する職員で

あって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの

切替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が

属していた職務の級及び受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて別表に

定める号給とする。
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行政職給料表の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １ １

６ ６ ２ １ １ １

７ ７ ３ １ １ １

８ ８ ４ １ １ １

９ ９ ５ １ １ １

６ ２ １ ２

７ ３ １ ２

８ ４ １ ２

９ ５ １ ２

６ １ ２

７ １ ３

８ ２ ３

９ ２ ３

２ ３

２ ４

３ ４

３ ４

３ ４

３ ５

３ ５

３ ５

４ ５

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ６

４ ７

４ ７

５

５

５

５

別表　号給の切替表

旧号給
新　　　号　　　給
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公安職給料表の適用を受ける職員

４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １

９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ １

７ １

８ ２

９ ２

２

２

３

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４

４

４

４

５

５

５

５

旧号給
新　　　号　　　給
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教育職給料表㈠の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ ２

７ ３ ３

８ ４ ４

９ ５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９

旧号給
新　　　号　　　給
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教育職給料表㈡の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ ２ １

３ ３ １

４ ４ １

５ ５ １

６ ６ ２

７ ７ ３

８ ８ ４

９ ９ ５

６

７

８

９

旧号給
新　　　号　　　給
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研究職給料表の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ １ １

７ １ １

８ １ １

９ １ １

２ １

３ １

４ １

５ ２

６ ２

７ ２

８ ２

９ ３

３

３

３

４

４

４

４

５

５

５

５

６

６

６

６

７

７

７

７

８

８

８

８

８

９

旧号給
新　　　号　　　給
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９

９

９

９

９

－ 88－



医療職給料表㈠の適用を受ける職員

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

１ １ １

２ １ １

３ １ １

４ １ １

５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

３

３

３

３

４

４

４

４

４

旧号給
新　　　号　　　給
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５

５

５

５

５

６

６

６

６

６

７

７

７

７

８
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医療職給料表㈡の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １

９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ ２

７ ３

８ ４

９ ５

６

７

８

９

旧号給
新　　　号　　　給
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医療職給料表㈢の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

６ ６ ２ １ １

７ ７ ３ １ １

８ ８ ４ １ １

９ ９ ５ １ １

６ ２ １

７ ３ １

８ ４ １

９ ５ １

６ ２

７ ３

８ ４

９ ５

６

７

８

９

旧号給
新　　　号　　　給
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参参 考考 資資 料料



第１表　給料表別、部局別人員

知事部局
(企業職員
を除く)

警 察 議 会
教 育
委 員 会

そ の 他 の
行政委員会

企業職員

人 人 人 人 人 人 人 ％ ％

企
業
職
員

行 政 職

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

職職　　　　  員員  　　　　給給  　　　　与与

区　　分

行 政 職

教 育 職 一

部  局  別  人  員

給料表別構成比

計

医 療 職 一

医 療 職 二

医 療 職 三

計

行 政 職

公 安 職

研 究 職

教 育 職 二

合 計

教育職 二

参
　
　
考

技 能
労 務 職

総 計

部 局 別
構 成 比

県
費
負
担
職
員

計

参考資料 １
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第２表　平均給与月額

行 政 職 公 安 職 教育職 一 教育職 二

人

給 料 円

諸 手 当 円

計 円

歳

大 学 卒 ％

短 大 卒 ％

高 校 卒 ％

中 学 卒 ％

（注）１
２

３

　行政職及び教育職(二)の適用人員には、それぞれ県費負担職員を含む。
　給料には、給料の調整額及び教職調整額を含む。

　諸手当は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当
（基礎額）、特地勤務・へき地手当（これに準ずるものを含む。）、寒冷地手
当、義務教育等教員特別手当及び管理職手当である。
　公民較差算定対象職員（新規採用者を除く行政職職員）の職員数は 人、平均給
与月額は、 円、平均年齢は 歳である。

全 給 料 表
う ち 主 な も の

学
歴
別
構
成
比

平
均
給
与
月
額

適 用 人 員

区 分

平 均 年 齢

参考
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参考資料 ２

民民間間給給与与実実態態調調査査のの 概概要要

１ 調査の目的と 時期

こ の調査は、 本県の一般職の職員の給与を検討するため、 令和６ 年４ 月現在における

民間給与の実態を令和６ 年４ 月から ６ 月にかけて調査し たも のである 。

２ 調査機関

本委員会並びに人事院及び各県等の人事委員会

３ 調査の範囲

( 1) 調査対象事業所

企業規模50人以上で、 かつ、 事業所規模50人以上の県内の民間事業所587事業所（ 従業員

数85, 749人)
( 2) 調査対象職種

76職種（ 行政職相当職種22職種、 その他の職種54職種）

４ 調査対象の抽出

( 1) 標本事業所の抽出

上記３ の ( 1)に記載し た事業所を統計上の理論に従い、 産業、 規模等によ り 13層に

層化し 、 経費、 労力等を考慮し て定めた抽出率を用いて、 こ れら の層から 153事業所

を無作為に抽出し 、 実地調査を行った。

調査の完結し た事業所は、 第３ 表のと おり である 。

( 2) 従業員の抽出

初任給関係以外の調査職種について、 こ れに該当する従業員が多数にのぼる と きは

抽出した従業員について調査を行った。 なお、 臨時の従業員及び役員はすべて除外した。

( 3) 調査実人員

6, 070人（ う ち初任給関係469人） であるが、 行政職に相当する調査実人員は5, 337人
（ う ち初任給関係407人） である。 なお、 調査職種該当者（ 母集団） の推定数は28, 160人
であり 、 う ち行政職に相当するも のは22, 881人である 。

５ 集 計

( 1) 総計及び平均の算出に際し ては、 すべて抽出率の逆数を乗ずるこ と によ り 母集団に

復元し た。

( 2) 集計については、 その一部を人事院に依頼し た。
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第３表　産業別、規模別調査事業所数

 事業所 事業所 事業所 事業所

産 業 計

建 設 業

製 造 業

電気・ガス・熱供給・水道業

卸 売 業 、 小 売 業

学術研究、専門・技術サービス業

金 融 業 、 保 険 業

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業

教育、学習支援業、医療、福祉

情報通信業、運輸業、郵便業

規 模 計 500人以上
100人以上
500人未満

100人未満

サ ー ビ ス 業 （ そ の 他 ）

(注)  １　上記のほか、実地調査に際し、調査不能・規模不適の事業所が21あった。

　　　２　「500人以上」とは企業規模500人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業
　　　　所を、「100人以上500人未満」とは企業規模100人以上500人未満で、かつ、事
　　　　業所規模50人以上の事業所を、「100人未満」とは企業規模50人以上100人未満
　　　　で、かつ、事業所規模50人以上の事業所をいう。(以下、下表について同じ。)

企 業 規 模

産 業

第４表　職種別、学歴別、規模別初任給

円 円 円 円

　　新卒事務員

　　新卒技術者 ※

計

　　新卒事務員 ※

　　新卒技術者 －

計

　　新卒事務員

　　新卒技術者 ※

計

（注）１　金額は、きまって支給する給与から時間外手当、家族手当、通勤手当等特定の者
　　　　にのみ支給される給与を除き、公務員の地域手当に相当する額を含むものであり、
　　　　採用のある事業所について平均したものである。

　　　２　「※」は、調査事業所が１事業所の場合である。

　　　３　「－」は、該当人員のいないことを示す。

　備考  職員の場合、現行の初任給（事務・技術共通）は、大学卒程度 196,700円、短大卒
    　程度 179,500円、高校卒程度 167,000円である。

100人未満 規模計

大 学 卒

短 大 卒

高 校 卒

学　　　歴 職       種 500人以上
100人以上
500人未満
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第５表　職種別、規模別、学歴別給与額等

　その１　規模計

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

（注）「※」は、調査実人員が１人の場合である。（以下この表において同じ。）

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）
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人 歳 円 円 円

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)

－ 104 －



人 歳 円 円 円

中　学　卒

技  術  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

（注）「中間職（○○－○○間）」とは、前後の職の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級
　　（格付）から職責が前後の職の間に位置付けられる者をいう。（以下その２からその４において同じ。）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

－ 105 －



　その２　規模500人以上（企業規模500人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業所）

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 任者を除く。)

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

大　学　卒

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）

－ 106 －



人 歳 円 円 円

短　大　卒

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)

－ 107 －



人 歳 円 円 円

技  術  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

－ 108 －



　その３　規模500人未満（企業規模100人以上500人未満で、かつ、事業所規模50人以上の事業所）

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 ※ ※ ※ ※ 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 任者を除く。)

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

大　学　卒

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）
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人 歳 円 円 円

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 ※ ※ ※ ※ 同　　    　上

大　学　卒 ※ ※ ※ ※

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)

－ 110 －



人 歳 円 円 円

技  術  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

－ 111 －



　その４　規模100人未満（企業規模50人以上100人未満で、かつ、事業所規模50人以上の事業所）

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒 ※ ※ ※ ※

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長 ※ ※ ※ ※

大　学　卒

短　大　卒 ※ ※ ※ ※

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

大　学　卒

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）

－ 112 －



人 歳 円 円 円

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒 ※ ※ ※ ※

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)

－ 113 －



人 歳 円 円 円

技  術  係  長 ※ ※ ※ ※

大　学　卒 ※ ※ ※ ※

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

－ 114 －



　その５　給与比較の対象外職種（規模計）

人 歳 円 円 円

電 話 交 換 手
見習、外国語の電話交
換手を除く。

自家用乗用自動車運転手

守 衛

用 務 員

大 学 学 長

大 学 副 学 長

大 学 学 部 長

大 学 教 授

大 学 准 教 授

大 学 講 師

大 学 助 教

高 等 学 校 校 長

高 等 学 校 教 頭

高等学校主幹教諭

高等学校指導教諭

高 等 学 校 教 諭

研 究 所 長
構成員50人以上の所の
長（取締役兼任者を除
く。）

研究部（課）長
２室（係）以上又は構
成員７人以上の部(課)
の長

研究室（係）長
構成員３人以上の室(係)
の長

主 任 研 究 員

下記研究員より上位の
者（研究所長の職名を
有する者、上記研究部
(課)長及び研究室(係)
長を除く。）

研 究 員 ※ ※ ※ ※

研 究 補 助 員

技
能
・
労
務
関
係
職
種

教
　
　
育
　
　
関
　
　
係
　
　
職
　
　
種

研

究

関

係

職

種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)
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人 歳 円 円 円

病 院 長 ※ ※ ※ ※
部下に医師又は歯科医
師５人以上

副 院 長
上記病院長に事故等の
あるときの職務代行者

医 科 長
部下に医師又は歯科医
師１人以上

医 師

歯 科 医 師

薬 局 長 部下に薬剤師２人以上

薬 剤 師

診療放射線技師

臨 床 検 査 技 師

栄 養 士

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

総 看 護 師 長
部下に看護師長５人以
上

看 護 師 長
部下に看護師又は准看
護師５人以上

看 護 師

准 看 護 師

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

医
　

療

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢
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（ 参考１ ） 給与比較上の対応関係

行政職の職員の 対 応 民 間 職 種

職 務 の 級 企業規模500人以上の 企業規模100人以上 企業規模100人未満の

（ 主たる役職 ） 事業所 500人未満の事業所 事業所

９ 級 支店長、 工場長、

（ 部 長 ） 部長、 次長

８ 級

（ 統 括 次 長 ） 課 長 支店長、 工場長、

７ 級 部長、 次長

（ 次 長 ） 支店長、 工場長、

６ 級
部長、 次長

（ 課 長 ） 課 長 代 理 課 長

５ 級
課 長

（ 統括課長補佐 ）

４ 級
課 長 代 理 課 長 代 理

（ 課 長 補 佐 ） 係 長

３ 級
係 長 係 長

（ 係 長 )
２ 級

主 任 主 任 主 任
( 主事・ 技師 )

１ 級
係 員 係 員 係 員

( 主事・ 技師 )

（ 参考２ ） 公民比較における比較給与種目

民間給与 職員の給与

きまって支給する給与から 給料の月額（ 給料の調整額を含む。 )、 扶養手当、 管理職手当、

時間外手当及び通勤手当を 地域手当、 初任給調整手当、 住居手当、 単身赴任手当（ 基

除いたも の 礎額） 、 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当、 寒冷地

手当、 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当

（ 注） １ 「 きまって支給する給与」 と は、 基本給、 家族手当、 地域手当、 通勤手当、 住宅手

当、 役付手当等名称のいかんを問わず月毎に支給さ れるすべての給与をいう 。

２ 「 時間外手当」 と は、 超過勤務手当、 夜勤手当、 休日手当、 宿日直手当、 裁量手当

等勤務実績に対して支払われる手当をいう 。
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第６表　民間における初任給の改定状況

(単位：％)

増 額 据 置 き 減 額

（注）１　表中の初任給の改定状況の欄は、採用がある事業所を100とした割合である。

　　　２  （　）内は、令和５年の調査結果である。

大 学 卒

高 校 卒

初　任　給　の　改　定　状　況 採用なし採用あり
項目

学歴

第８表　民間における定期昇給の実施状況

(単位：％) 

増　額 減　額 変化なし

（注）１　ベース改定と定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。

　　　２　（　）内は、令和５年の調査結果である。

係 員

課 長 級

定 期 昇 給
制 度 あ り

定 期 昇 給
制 度 な し定 期 昇 給

実 施

前 年 比 定 期 昇 給
中 止

項目

役職

段階

第７表　民間における給与改定の状況

(単位：％)

　 ベースアップ実施 ベースアップ中止 ベースダウン
ベース改定
の慣行なし

（注）１　ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。

　　　２　（　）内は、令和５年の調査結果である。

係 員

課 長 級

役職

段階

項目
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第９表　民間における家族手当の支給状況

その１　家族手当の支給状況及び扶養家族の構成別支給月額

事　業　所　割　合

配 偶 者 11,244円

配 偶 者 と 子 １ 人 18,155円

配 偶 者 と 子 ２ 人 24,773円

子 １ 人 11,529円

子 ２ 人 19,115円

子 ３ 人 27,160円

（注）１　（　）内は、家族手当制度がある事業所を100とした割合である。

　　　２　「配偶者」、「配偶者と子１人」、「配偶者と子２人」の支給月額は、配偶者に家族手当を

　　　   　支給し、その支給につき配偶者の収入による制限がある事業所について算出した。

　　  ３　「子１人」、「子２人」、「子３人」の支給月額は、配偶者に家族手当を支給せず、子に家族

　　　　手当を支給する事業所について算出した。

その２　配偶者に対する家族手当の見直し予定の状況

事　業　所　割　合

（注）調査対象は、配偶者に家族手当を支給する事業所である。

税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の
民間企業の見直しの動向、公務員の見直しの

動向等によっては、見直すことを検討

配偶者に対する家族手当を見直す予定はない
（検討も行っていない）

見　直　し　予　定　の　状　況

配偶者に対する家族手当を見直す予定
又は見直すことについて検討中

　備考　職員の場合、扶養手当の現行支給月額は、配偶者については6,500円（行政職給料表７級以下の

　　　職員に支給される額）、子については、１人につき10,000円であり、満16歳の年度初めから満22歳

　　　の年度末までの子がいる場合は、当該子１人につき5,000円が加算される。

支　給　の　有　無

家 族 手 当 制 度 が あ る

配偶者に家族手当を支給する

家 族 手 当 制 度 が な い

扶 養 家 族 の
構 成 別
支 給 月 額

子に家族手当を支給する
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第１１表　民間における賞与の配分状況

(単位：％)

一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分

冬 季

区 分
部 長 級 課 長 級 係 員

第１０表　民間における通勤手当の支給状況
(単位：％)

その１　在来線を利用する通勤者に対する通勤手当の支給状況

（注）（　）内は在来線の通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。

その２　新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者に対する特急料金を含む通勤手当の支給状況

（注）１　新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者がいる事業所を100とした割合である。

　　　２　（　）内は特急料金を含む通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。

特急料金を含む
通勤手当を
支給する

特急料金を含む
通勤手当を
支給しない全額支給

非課税限度額
（月15万円）

以上

非課税限度額
（月15万円）

未満
その他

在来線の
通勤手当を
支給する

在来線の
通勤手当を
支給しない全額支給 その他

非課税限度額
（月15万円）

以上

非課税限度額
（月15万円）

未満
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参考資料 ３

標標 準準 生生 計計 費費

令和６ 年４ 月の標準生計費

標準的な生活の水準を求めるため、 「 家計調査」 （ 総務省） 等に基づき、 標準生計費を費目

別、 世帯人員別に算定した。

標準生計費は、 次の費目に分類して算定している。 各費目の内容は、 それぞれ「 全国家計

構造調査」 、 「 全国単身世帯収支実態調査」 及び「 家計調査」 の次に掲げる大分類項目に対応

する。

食 料 費 食 料

住 居 関 係 費 住居、 光熱・ 水道、 家具・ 家事用品

被服・ 履物費 被服及び履物

雑 費 Ⅰ 保健医療、 交通・ 通信、 教育、 教養娯楽

雑 費 Ⅱ その他の消費支出（ 諸雑費、 こ づかい、 交際費、 仕送り 金）

第１ ２ 表　 金沢市における費目別、 世帯人員別標準生計費（ 令和６ 年４ 月）

１ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人

円 円 円 円 円

食 料 費 37, 150 47, 220 61, 370 75, 520 89, 680

住 居 関 係 費 47, 030 52, 710 48, 590 44, 470 40, 350

被 服 ・ 履 物 費 7, 450 6, 960 10, 620 14, 290 17, 950

雑 費 Ⅰ 22, 860 31, 350 48, 040 64, 740 81, 440

雑 費 Ⅱ 9, 550 17, 220 21, 640 26, 060 30, 490

計 124, 040 155, 460 190, 260 225, 080 259, 910

世帯人員

費 目
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